
主な税制改正の内容 

 

※ 令和８年度（令和７年分）から適用 

 ① 給与所得控除の最低保障額変更 ５５万円 → ６５万円 （所得税・住民税共通） 

   

※ 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例も、最低保障額を６５万円に変更 

 

 ② 扶養要件の変更 家族等の扶養に入られる所得要件 ４８万円以下→５８万円以下 

※ 扶養要件は、配偶者控除、一般扶養控除、特定扶養控除、老人扶養控除で共通。 

ひとり親に係る専従者給与を受けている子の所得要件も５８万円以下に変更。 

勤労学生の所得要件は７５万円以下→８５万円以下に変更。 

※ 扶養要件の変更については、所得税・住民税共通。 

 

 ③ 特定親族特別控除の新設（所得税・住民税で共通、ただし一部控除額の違い有り） 

大学生等の扶養については、合計所得５８万円まで特定扶養控除として扶養に取る

ことができますが、所得５８万円を超えても所得が増えるにつれ、所得控除が減少する

形で、所得１２３万円まで所得控除が取られるように特定親族特別控除が新設されま

した。（配偶者特別控除と同じ仕組み） 

   



 

 

 ④ 基礎控除の変更（所得税のみ。住民税は変更無し） 

   合計所得１３２万円以下の方については、基礎控除額が最大の９５万円となります。 

令和７年分以降、本人の合計所得段階によって基礎控除額が細分化されています。 

    

 

 ※ 扶養要件、扶養控除等の各種変更がありますが、住民税均等割・所得割の非課税 

要件には変更はありません。 


